
議案第１号 

 

 

町田市立学校の通学区域に関する規則の 

一部を改正する規則について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ２０２６年４月１５日提出 

                                    町田市教育委員会 

                                   教育長 小池 愼一郎 

 

 

 

（提案理由説明） 

 

本件は、町田市立学校設置条例の改正に伴い、真光寺中学校

の通学区域の一部を鶴川中学校の通学区域に変更するため、改

正するものです。 

 

 

 

 



別紙のとおり、町田市立学校の通学区域に関する規則を一部

改正したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

真光寺中学校の通学区域の一部を鶴川中学校の通学区域に変

更するため、改正するものです。 

２ 改正内容 

鶴川中学校及び真光寺中学校の通学区域に関する規定を改め

ます。（別表第２関係） 

３ 施行期日 

令和９年４月１日から施行します。 

４ その他 

学校統合等で学区再編をした学区については、小学６年生が

同じ中学校に進学するよう、基本的に小学校の通学区域の変更

があった翌年度に中学校区の変更をします。 

２０２６年度に旧鶴川第四小学校の学区であった大蔵町の一

部が大蔵小学校学区へ、小野路町の一部が鶴川第一小学校学区

へ変更となるため、２０２７年度に継続する中学校の学区を変

更します。 

 

 

 

 

 

 



町田市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

町田市立学校の通学区域に関する規則（昭和３４年７月町田

市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後  改正前  

別表第２（第２条関係）  別表第２（第２条関係）  

町田市立中学校通学区域表  町田市立中学校通学区域表  

学校名  通学区域  

略  略  

鶴川中学

校  

小野路町、大蔵町

の 全 部 、 野 津 田

町、能ヶ谷一丁目

の各一部  

略  略  

真光寺中

学校  

真光寺町、真光寺

一、二、三丁目、

広袴一丁目、鶴川

三 、 四 丁 目 の 全

部、広袴二、三丁

目、鶴川五丁目の

各一部  

略  略  
 

学校名  通学区域  

略  略  

鶴川中学

校  

小野路町、野津田

町、大蔵町、能ヶ

谷一丁目の各一部  

 

略  略  

真光寺中

学校  

真光寺町、真光寺

一、二、三丁目、

広袴一丁目、鶴川

三 、 四 丁 目 の 全

部、小野路町、大

蔵町、広袴二、三

丁目、鶴川五丁目

の各一部  

略  略  
 

附 則 

この規則は、令和９年４月１日から施行する。 


